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香川県内で 4 社目のユースエール認定企業！ 
～株式会社長峰製作所～ 

 

香川労働局（局長：辻 知之）は、青少年の雇用の促進等に関する法律（以下、「若者雇用

促進法」という。）に基づく基準適合事業主として、株式会社長峰製作所を認定（ユースエー

ル認定）しました。認定日は平成 28 年 9 月 5 日で県下 4番目の認定となります。 

「ユースエール認定」制度は、若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で、

離職率・有給休暇取得実績などが一定水準を満たしており、若者の雇用管理の状況などが優

良な中小企業を認定する制度で、平成 27 年 10 月から実施しています。 

 

株式会社長峰製作所に対し、以下のとおり認定通知書交付式を行います。 

・日時 ： 平成 28 年 9 月 12 日（月） 10：00～ 

・会場 ： 香川労働局 局長室（高松市サンポート３－３３  

高松サンポート合同庁舎 3 階） 

   ・内容 ： 認定通知書の交付、懇談 

          ※当日に取材を行う場合は、事前に職業安定課宛て連絡していただけると幸いです。事前連絡なしでも取材は 

可能ですので、是非ご参加ください。 

なお、当日は 9 時 50 分までに香川労働局総務部総務課までお越し下さい。 

【認定企業】 
株式会社長峰製作所 

 
所 在 地  仲多度郡まんのう町岸上 1725 番地 26              

 業 種  はん用機械器具製造業             
従業員数  ７２人                           
 

※愛称「ユースエール」の解説 

若者（youth）を応援する（yell をおくる） 

事業主というイメージを表現しています。 

若葉のかたちは若者がやる気に満ちあふ 

れ腕をふるう姿を、赤い丸はその活力を意 

味し、若い力で日本の活力を上昇させてい 

くイメージを表現しています。 

 

香川労働局職業安定部職業安定課 

課    長  谷口 英貴 

課長補佐  田村 雅代 

(電話) 087-811-8922 

HP：http://kagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 
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